
法第９条（地域別最低賃金の原則） 
（１）賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金（一

定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。）は、あまねく全国各地域について決定され

なければならない。 
（２）地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支

払能力を考慮して定められなければならない。 
（３）（２）の労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限

度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとす

る。 

 

法第 10 条（地域別最低賃金の決定） 
１）（ 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会又

は地方最低賃金審議会（以下「最低賃金審議会」という。）の調査審議を求め、その意見

を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない。 
２）（ 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、（１）の規定による最低賃金審議会の意見の

提出があった場合において、その意見により難いと認めるときは、理由を付して、最低

賃金審議会に再審議を求めなければならない。 

 

法第 15 条（特定最低賃金の決定等） 
１）（ 労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところに

より、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用さ

れる一定の事業若しくは職業に係る最低賃金（以下「特定最低賃金」という。）の決定又

は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正若しくは廃止の

決定をするよう申し出ることができる。 
２）（ 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、（１）の規定による申出があった場合におい

て必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、

当該申出に係る特定最低賃金の決定又は当該申出に係る特定最低賃金の改正若しくは廃

止の決定をすることができる。 

 


